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令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
「
相
続
登
記

．
．
．
．
」
が
義
務

化
さ
れ
ま
し
た
。 

 

こ
れ
に
よ
り
、
相
続
人
は
、
不
動
産
（
土
地
・
建

物
）
を
相
続
で
取
得
し
た
こ
と
を
知
っ
た
日
か
ら
３

年
以
内
に
、
相
続
登
記
を
す
る
こ
と
が
法
律
上
の
義

務
に
な
り
ま
し
た
。
相
続
登
記
は
法
務
局
に
申
請
し

ま
す
。 

 

正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
相
続
登
記
を
し
な
い
場

合
、
10

万
円
以
下
の
過
料
が
科
さ
れ
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。 

 

義
務
化
以
前
に
相
続
し
た
不
動
産
も
相
続
登
記
が

さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
、
義

務
化
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

（
３
年
間
の
猶
予
期
間
が
あ

り
ま
す
。） 

  

農
地
に
関
し
て
も
相
続
登

記
の
義
務
化
は
同
様
で
す
。

農
地
の
権
利
移
動
の
場
合
、

原
則
と
し
て
農
業
委
員
会
の
許
可
が
必
要
に
な
り
ま

す
が
、相
続
の
場
合
に
は
許
可
不
要
で
す
。た
だ
し
、

農
地
法
第
３
条
の
３
の
規
定
に
よ
り
、
農
地
の
相
続

に
よ
り
権
利
を
取
得
し
た
こ
と
を
知
っ
た
日
か
ら

10

か
月
以
内
に
農
業
委
員
会
へ
届
出
る
こ
と
が
義

務
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

      

下
川
町
で
は
、
現
在
「
地
域
計
画
」
の
策
定
作
業

を
進
め
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
地
域
計
画
※

を
策
定
し
た
市
町
村
に
お
け
る

農
地
の
売
買
・
貸
借
は
、
原
則
と
し
て
北
海
道
農
業

公
社(

農
地
バ
ン
ク)

経
由
に
な
り
ま
す
。 

 

下
川
町
で
は
、
令
和
７
年
３
月
中
で
の
策
定
完
了

(

公
告)

を
予
定
し
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
現
在
農
地

の
権
利
移
動
に
利
用
さ
れ
て
い
る
「
農
用
地
利
用
集

積
計
画
」
に
よ
る
売
買
・
貸
借
は
廃
止
さ
れ
ま
す
。

（
た
だ
し
、
廃
止
前
に
作
成
し
た
農
用
地
利
用
集
積

計
画
は
、
期
間
満
了
ま
で
は
有
効
と
な
り
ま
す
。） 

 

農
地
バ
ン
ク
を
経
由

し
た
権
利
移
動
は
、「
農

用
地
利
用
集
積
等
促
進

計
画
」
を
策
定
し
ま
す
。 

 

こ
の
仕
組
み
を
利
用

し
た
事
業
は
、
次
の
２

タ
イ
プ
が
あ
り
ま
す
。 

◆
事
業
タ
イ
プ 

・
売
買
＝
農
地
売
買
等

事
業 

 

①
貸
付
タ
イ
プ
（
５

年
又
は

10

年
の

貸
借
） 

 

②
促
売
り
タ
イ
プ 

 

・
貸
借
＝
農
地
中
間
管

理
事
業 

  

農
地
バ
ン
ク
を
利
用

し
た
権
利
移
動
で
は
、

手
数
料
が
徴
収
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
て
い
ま

す
。 

 

貸
借
で
あ
る
農
地
中

間
管
理
事
業
の
場
合
に

は
、
当
面
の
間
徴
収
は

さ
れ
ま
せ
ん
が
、
農
地
売
買
等
事
業
の
場
合
は
手
数

料
が
発
生
し
ま
す
。 

し
も
か
わ
農
業
委
員
会
だ
よ
り 

発
行
：
下
川
町
農
業
委
員
会 

 

第
五
五
号 

令
和
六
年
八
月1

日 

相
続
登
記
が
義
務
化 さ

れ
ま
し
た
！ 

農
地
の
売
買
・
貸
借
の 

仕
組
み
が
変
わ
り
ま
す
。 

【農地売買等事業の手数料】 

＊貸付タイプ                       ＊即売りタイプ 

 これまで R7.4月以降 

出し手 買入価格の 2％ 買入価格の 2％ 

受け手 

(貸付者) 

５年 毎年度買入価格の 1％ 徴収 

しない 10年    〃   の 0.75％ 

貸付料 
５年 毎年度買入価格の 1％ 

1％ 
10年    〃   の 2％  

 R7.4月以降 

出し手 買入価格の 2％ 

受け手 売渡価格の 1％ 

 
※下川町が予定どおり令和 7 年

3月に策定した場合に、農地バン

クから請求される手数料です。 
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こ
の
仕
組
み
の
イ
メ
ー
ジ
図
は
、
次
の
と
お
り
と

な
り
ま
す
。 

      

 

※
「
地
域
計
画
」
と
は…

…
 

 
 

平
成
24

年
か
ら
「
人
・
農
地
プ
ラ
ン
」
の
策
定

が
ス
タ
ー
ト
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
を
発
展
さ

せ
て
、
地
域
で
の
話
合
い
に
よ
り
目
指
す
べ
き

将
来
の
農
地
利
用
の
姿
を
明
確
化
す
る
計
画

（
目
標
地
図
を
含
み
ま
す
。
）
と
し
て
策
定
す

る
計
画
を
い
い
ま
す
。 

 

  
 

  

国
民
年
金
は
、
満
額
受
給
で
も
年
間
約
80

万
円

程
度
の
受
給
額
と
な
っ
て
い
ま
す
。
安
心
で
豊
か
な

老
後
の
た
め
に
農
業
者
年
金
に
も
加
入
し
て
お
く
こ

と
を
お
勧
め
い
た
し
ま
す
。 

 

農
業
者
年
金
は
、
農
業
者
の
方
な
ら
ど
な
た
で
も

加
入
で
き
る
年
金
制
度
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

保
険
料
は
毎
月
積
み
立
て
ら
れ
、
制
度
発
足
以
来
の

運
用
利
回
り
は
、
年
率
２･

74

％
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

●
加
入
要
件 

・
年
間
60

日
以
上
農
業
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
。 

・
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

※
国
民
年
金
の
付
加
年
金
へ
の
加
入
も
必
要
で
す
。 

・
60

歳
未
満
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

※
国
民
年
金
任
意
加
入
者
は
65
歳
未
満
ま
で 

●
加
入
の
メ
リ
ッ
ト 

・
支
払
っ
た
保
険
料
は
全
額
社
会
保
険
料
控
除
対
象

で
す
。
（
保
険
料
の
運
用
益
も
非
課
税
に
な
り
ま

す
。） 

・
「
積
立
方
式
・
確
定
拠
出

型
」
の
年
金
な
の
で
、
少
子

高
齢
化
に
強
い
年
金
制
度

で
す
。 

・
終
身
年
金
で
す
。（
万
が
一

農
業
者
年
金
に 加

入
し
ま
し
ょ
う
！ 
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｢

農
業
者
年
金
基
金｣

の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
も
ご
覧

く
だ
い
さ
い
。 

 https://www.nounen.go.jp/ 

の
場
合
で
も
80

歳
ま
で
に
受
け
取
る
農
業
者
老

齢
年
金
の
現
在
価
値
相
当
（
年
金
原
資
）
が
一
時

金
で
支
給
さ
れ
ま
す
。） 

●
保
険
料 

 

月
額
２
万
円
～
６
万

７
千
円
ま
で
の
間
で

自
由
に
設
定
可
能

（
千
円
単
位
。
通
常

加
入
の
場
合
） 

 

※
農
業
の
担
い
手
の
負

担
軽
減
の
た
め
に
保

険
料
の
国
庫
補
助
制

度
が
あ
り
ま
す
。
一

定
の
条
件
が
あ
り
ま

す
の
で
、
詳
し
く
は

農
業
委
員
会
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。 

        

    

農
地
の
売
買
、
若
し
く
は
農
地
の
貸
借
を
す
る
場

合
、
あ
る
い
は
農
地
に
住
宅
や
倉
庫
を
建
て
る
場
合

な
ど
の
農
地
以
外
の
用
途
に
使
用
す
る
場
合
に
は
、

農
業
委
員
会
で
の
審
議
・
許
可
が
必
要
と
な
り
ま
す
。 

 

農
業
委
員
会
の
総
会
は
、
毎
月
25

日
前
後
で
開

催
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
総
会
で
の
審
議
を

必
要
と
さ
れ
る
方
は
、
当
該
の
月
の
概
ね
10

日
ま

で
に
農
業
委
員
会
事
務
局
に
申
請
書
な
ど
を
提
出
く

だ
さ
い
。 

 

ま
た
、随
時
相
談
も
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
の
で
、

ご
不
明
な
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
早
め
に
地
区
担

当
の
農
業
委
員
、
若
し
く

は
事
務
局
へ
お
越
し
く
だ

さ
い
。 

  
 

※
必
要
な
許
可
を
得

な
い
で
、
農
地
の

使
用
、
賃
貸
、
転

用
等
を
し
た
場
合

は
罰
金
等
が
科
さ

れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
の
で
、
ご
注

意
く
だ
さ
い
。 

 

    

全
国
農
業
新
聞
は
、
農
業
者
の
公
的
代
表
機
関
で

あ
る
農
業
委
員
会
組
織
が
発
行
す
る
農
業
総
合
専
門

誌
で
す
。 

 

毎
週
金
曜
日
発
行
で
、
経
営
と
く
ら
し
に
役
立
つ

一
週
間
分
の
情
報
を
わ
か
り
や
す
い
よ
う
解
説
的
に

ま
と
め
て
い
ま
す
。 

 

■
購
読
料 

月
額
７
０
０
円
（
送
料
、
税
込
） 

 

お
申
し
込
み
は
、
農
業
委
員
会
事
務
局
ま
で
お
願

い
い
た
し
ま
す
。 

            

令
和
６
年
５
月
29

日
に
「
食
料
・
農
業
・
農
村
基

本
法
」
の
改
正
案
が
成
立
し
ま
し
た
。
こ
の
法
令
は

農
政
の
憲
法
と
も
い
わ
れ
、
日
本
の
農
業
の
舵
取
り

を
す
る
た
め
の
基
本
の
法
律
と
な
っ
て
い
ま
す
。
現

全
国
農
業
新
聞
を 購

読
し
ま
せ
ん
か
？ 

農業者年金の受給額(年額)試算 ※保険料 2万円/月 

加入 

年齢 

納付 

期間 

保険料 

納付額 

年金額(年額) 

男性 女性 

20 歳 40 年 960 万円 80 万円 69 万円 

30 歳 30 年 720 万円 53 万円 46 万円 

40 歳 20 年 480 万円 31 万円 27 万円 

50 歳 10 年 240 万円 14 万円 12 万円 

 

 農
業
委
員
会
の
総
会
は
、 

毎
月
25
日
前
後
に
開
催
し
ま
す
。 

食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
の 

改
正
に
よ
り
農
政
の
転
換
へ  

農
業
者
年
金
の
お
問
い
合
わ
せ
は…

 

農
業
委
員
会
又
は
農
協
窓
口
ま
で 
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行
法
の
制
定
は
平
成
11

年
７
月
で
、
今
回
の
大
幅

な
改
正
は
25

年
ぶ
り
と
な
り
ま
す
。 

 

改
正
は
、
こ
の
25

年
間
で
変
化
し
て
き
た
日
本

農
業
の
現
状
や
世
界
の
経
済
状
況
、
ま
た
進
行
し
続

け
て
い
る
地
球
温
暖
化
の
影
響
と
環
境
保
護
意
識
の

高
ま
り
、
さ
ら
に
食
料
安
全
保
障
な
ど
の
課
題
を
反 

映
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

  

○
改
正
の
ポ
イ
ン
ト 

 
 

   
 

          

改
正
法
は
、
あ
く
ま
で
も
こ
れ
か
ら
の
農
政
の
方

向
性
を
示
す
土
台
で
あ
り
、
農
政
転
換
の
ス
タ
ー
ト

と
な
る
も
の
で
す
。 

 

今
後
は
、
改
正
法
の
理
念
を
踏
ま
え
、
首
相
を
本

部
長
と
す
る
「
食
料
安
定
供
給
・
農
林
水
産
業
基
盤

強
化
本
部
」
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
そ
の
中
で
、
政
府

が
中
長
期
的
に
取
り
組
む
べ
き
目
標
を
定
め
た
次
期

「
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
計
画
」
が
来
春
を
予
定

に
策
定
さ
れ
、
施
策
の
具
体
化
を
進
め
る
こ
と
と
な

っ
て
い
ま
す
。 

    

生
産
者
と
求
職
者
を
１
日
単
位
で
結

び
つ
け
る
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
、
複
数
の
Ｊ

Ａ
と
協
力
し
て
開
発
さ
れ
て
い
る
の
が
、

「
１
日
農
業
バ
イ
ト
ア
プ
リ 

デ
イ
ワ

ー
ク
」
で
す
。 

 

双
方
と
も
に
無
料
で
利
用
で
き
ま
す
。

Ｊ
Ａ
北
は
る
か
も
参
加
し
て
い
ま
す
の

で
、
ご
興
味
の
あ
る
方
は
利
用
し
て
み
て

は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。 

 

ア
ッ
プ
ル
、
グ
ー
グ
ル
の
ア
プ
リ
ス
ト

ア
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。 

        

                            

『
畑
地
化
事
業
』、
こ
れ
は
、
水
田
を
畑
地
化
し

て
本
作
化
に
取
り
組
む
農
業
者
に
対
し
て
、
畑
地

利
用
へ
の
円
滑
な
移
行
を
促
し
、
畑
作
物
の
需
要

に
応
じ
た
生
産
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

た
、
農
林
水
産
省
の
政
策
だ
。
約
２
年
前
か
ら
聞
こ

え
て
き
た
こ
の
事
業
は
、
下
川
町
に
多
大
な
影
響

を
与
え
た
。
も
と
も
と
小
面
積
、
高
収
益
の
園
芸
作

物
に
注
力
し
て
き
た
下
川
町
に
と
っ
て
、
大
面
積

を
利
用
し
た
畑
作
物
は
、
ど
う
し
て
も
二
の
次
に

な
っ
て
い
た
。
休
耕
田
に
小
麦
、
そ
ば
を
作
付
け

し
、
面
積
割
に
よ
る
交
付
金
を
受
け
取
る
ス
タ
イ

ル
が
下
川
町
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
だ
。
そ
れ
が
、
令
和

８
年
度
か
ら
水
田
利
用
で
き
な
い
農
地
は
、
交
付

金
の
対
象
外
と
な
る
。
あ
と
２
年…

下
川
町
の
農

地
は
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
、
ど
こ
へ
向
か
っ
て

い
く
の
か
。
試
さ
れ
る
北
の
大
地
、
今
後
と
も
、
皆

様
が
笑
顔
で
収
穫
の
秋
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
、
切
に
願
う
ば
か
り
だ
。 

（
品
地 

一
彰
） 

編
集
委
員 

谷 

口 

真 

帆 

吉 

田 

公 

司 

品 

地 

一 

彰 

 

今
号
か
ら
「

農
業
委
員
会 

だ
よ
り

」
を
下
川
町
Ｈ
Ｐ 

で
も
公
開
し
て
い
ま
す

。 

  

１
．
食
料
の
安
定
供
給
か
ら
食
料
安
全
保
障
の

確
保
へ
の
転
換 

２
．
急
速
に
進
む
担
い
手
の
高
齢
化
と
人
口
減

少
へ
の
対
応 

３
．
農
業
に
お
け
る
環
境
負
荷
の
低
減 

４
．
コ
ス
ト
高
騰
の
中
で
の
価
格
転
嫁
な
ど
適

切
な
価
格
へ
の
理
解
促
進 

５
．
人
口
減
少
と
国
内
需
要
減
少
を
カ
バ
ー
す

る
輸
出
の
強
化 

６
．
ス
マ
ー
ト
農
業
に
よ
る
生
産
性
向
上
と
付

加
価
値
の
創
出 

｢

１
日
農
業
バ
イ
ト｣

ア
プ
リ 

◆
事
務
局
体
制
の
変
更
に
つ
い
て 

 

７
月
１
日
付
人
事
異
動
に
よ
り
事
務
局
体
制
が

変
わ
り
、
次
の
と
お
り
と
な
り
ま
し
た
。 

  

事
務
局
長 

髙
屋
鋪 

勝 

英
（
専
任
） 

 

局
長
補
佐 

又 

村 

寛 

樹
（
専
任
） 

編
集
後
記 


